
令和２年度

事業計画書

社会福祉法人西海市社会福祉協議会



（１）市民参加・協働による福祉社会の実現

（２）地域における利用者本位の福祉サービスの実現

（３）地域に根ざした総合的な支援体制の実現

（４）地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦

いの中で「安心して暮らせるまち」の実現をめざし、以下の経営理念に基づき事業

を展開します。

＜経営理念＞

基本方針

１．西海市社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核的な役割を果たす団体として、住み

 慣れた地域
ま　ち

で、子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、地域の支え合

２．事業を展開するために以下のような組織運営を行います。

＜組織運営方針＞

（１）地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正性の確保を図ると

ともに、情報公開や説明責任を果たします。

（２）事業の展開にあたって住民参加の浸透を図ります。

（３）事業の効果測定やコスト把握などの事業評価を適切に行い、効果的で効率的

 な自立した経営を行います。

（４）全ての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守します。

重点事業

２．第３期西海市地域福祉活動計画策定に向け、市役所、関係機関等と連携を図りなが

ら取り組みます。

８．西海市からの指定管理事業、受託事業の健全な経営と円滑な推進に努めます。

図り、利用者に選ばれるサービスを提供します。

１．「地域の福祉力」の充実と「多様化する福祉課題」への対応のため、行政区長、民

生委員・児童委員、福祉推進員、福祉施設、福祉団体等と連携し、地域福祉を推進

します。

３．保健・医療・介護・予防・住まい・生活支援等のサービスを地域包括支援センター

等と連携を図り、地域組織化、配食事業、見守り、権利擁護等を推進します。

４．地域共生社会を目指し、ボランティアセンターの機能強化を図ることで、市民参加

5．横瀬保育所の健全な経営と、地域や保護者と一体となって子どもの育ちを支える保

育環境を整えます。

６．地域福祉の視点に立った介護保険事業を展開し、職員研修会等において資質向上を

７．介護保険法に基づく事業の健全な経営と介護予防事業の円滑な運営に努めます。

活動の支援や福祉教育を推進します。
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事業推進計画
Ⅰ　法人運営

１．社会福祉協議会の基盤整備と活動基盤の強化

（１）本所及び支所の円滑な運営

（２）リスクマネジメントへの取り組み強化

（３）関係機関・団体、施設との連携と協力体制の強化

（４）財源確保と経費節減

（５）社協会員制度の理解と加入促進

（６）職員の資質向上（職種別のきめ細かい職員研修会の開催）

（７）地域福祉活動委員会と財務委員会の開催

Ⅱ　地域福祉活動

（２）福祉推進員活動の推進

　「第2期西海市地域福祉活動計画」の実践と、「社協・生活支援活動強化方針」

を踏まえつつ、地域住民を始めとする関係機関・団体等との相互理解と協働によっ

て、市民参加による福祉社会を実現するため以下の事業を行います。

１．地域福祉活動の充実・促進

（１）地域福祉活動計画に沿った事業の取り組み

　住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、「第2期西海市地域福祉活

動計画」を推進します。また、市民、関係機関・団体等と連携を図りながら実態

把握、支援策の研究を行います。

①地域福祉連絡会の開催

   行政区長、民生委員・児童委員、福祉推進員等による｢地域福祉連絡会｣を順次

開催し、地域課題の早期発見・解決、そして、見守りが必要な対象者の把握と見

守りについて、関係機関と情報を共有します。

②出前福祉講座の実施

　講座内容の充実を図り、社協職員が地域に出向き、サロンなどの地域交流活動

の支援、市民が福祉やボランティア等の理解や関心を深める機会をつくります。

③イベント等用具貸与事業

　自治会や福祉団体等が行う交流活動や福祉活動に対し、社協が保有するレクリ

エーション用具等を貸し出し、地域行事等を支援します。

 令和３年度からの第３期西海市地域福祉活動計画策定に向けて、市や関係機関・

団体等と連携を図りながら策定準備を進めます。

④第３期西海市地域福祉活動計画の策定準備

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市民 通年 社協会費

　多様化している地域問題を早期発見・解決するために、行政区長や民生委員・
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（３）配食事業の推進

（４）総合相談・支援体制の強化

児童委員と連携を図りながら、福祉推進員活動を推進します。

①福祉推進員への情報提供

②地域の福祉課題の把握

③見守り活動の強化

④市福祉推進員連絡協議会及び各地区福祉推進員会の活動支援

　市民が地域で安心して暮らせるように、日常生活の困りごとや福祉サービスの

　西海市からの受託事業と並行して、受託事業で対応できない在宅の要援護者等

に社協独自の配食事業を行い、市民が安心して暮らせるように支援します。

①バランスの取れた食事の提供

【対象】 【時期】 【財源内訳】

福祉推進員 通年 社協会費

②安否確認の徹底、声かけ、見守り機能の充実

③満足度調査の実施

【対象】 【時期】 【財源内訳】

在宅の要援護者等 通年 利用料、社協会費、寄付金

利用等に関する相談に応じます。支援にあたっては、市内の保健・医療・福祉機

関や専門機関と連携し、市民に寄り添いながら解決に向けた援助を行います。

　また、相談先の窓口一覧を社協ウェブサイトに掲載するとともに、「わいわい

サロン」や「ふれあい食事サービス」等に出向いて、気軽に相談出来る機会を増

①総合相談事業の強化

やします。

【相談内容】 【相談日時】

無料法律相談 年12回（13:00～17:00）

子育てに関する相談

ボランティアに関する相談

介護に関する相談

生活困窮に関する相談

障がいに関する相談

その他福祉全般の相談

平日8:30～17:30

福祉貸付資金に関する相談（市・県）

ひきこもりに関する相談

権利擁護に関する相談
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【時期】

【時期】

  福祉系大学、養成施設からの実習生を受け入れ、将来の社会福祉士、介護福祉

士、保育士などの福祉人材の育成を図ります。

【対象】

【対象】 【財源内訳】

市民 通年 共同募金助成金等

②ひきこもりの方の把握と支援

　制度の狭間にいるひきこもりの方の実態把握に努め、社会参加の手助けを行い

ます。

【対象】 【財源内訳】

ひきこもりの方及びその家族 通年 共同募金助成金等

③介護機器相談・貸与事業

   在宅で介護を行っている世帯の相談に応じ、他の制度を利用できない方へ介護

機器の貸し出しを行います。

　介護機器の種類：介護ベッド、車椅子

【対象】 【時期】 【財源内訳】

通年 社協会費、利用料収入

（５）実習生等の受け入れ

通年

【時期】

市民

福祉系大学、養成施設の学生

（６）地域組織化活動の展開

①ふれあい食事サービスの実施（西彼・西海・大瀬戸）

【開催地区】 【回数】

    民生委員・児童委員やボランティア等と協力し、外出機会の少ないひとり暮

らし高齢者等を対象に、会食型のふれあい食事サービス事業を実施します。

【財源内訳】

②ふれあい給食事業の実施（平島）

    民生委員・児童委員やボランティア等と協力し、交流の少ないひとり暮らし

西彼地区 年10回

大瀬戸地区 年11回

西海地区 年10回
共同募金助成金
利用者負担金

高齢者等を対象に、配食型の給食事業を実施します。

【開催地区】 【回数】 【財源内訳】

平島地区 年12回 共同募金助成金、利用者負担金
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①福祉施設連絡協議会との連携・強化

（８）福祉貸付金等の事業推進

（９）福祉組織化及び福祉団体への支援

（1０）高齢者交流会の実施

　外出の機会が少ないひとり暮らしのお年寄りの交流と親睦を深めることを目的

（７）福祉施設との連携・強化

   市福祉施設連絡協議会の活動を支援するとともに構成会員の研修会等を通して

職員の資質向上や連携を図ります。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市福祉施設連絡協議会 通年 共同募金助成金

②第2回西海市障がい者スポーツ大会の開催

   市内の障がい者施設や障がい者団体と連携し、軽スポーツを通して障がいのあ

る方の社会参加を支援し、参加者間の交流を図ります。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市内の障がい者等 10月～11月 共同募金助成金

　民生委員・児童委員の協力による福祉貸付金の有効利用と低所得世帯等の自立

に向けた支援を行います。

①生活福祉資金等貸付事業

【対象】 【時期】 【財源内訳】

低所得世帯等 通年 県社協受託金収入

②市福祉資金貸付事業

【対象】 【時期】 【財源内訳】

低所得世帯等 通年 償還金収入、受取利息収入

　福祉ニーズをもつ当事者の組織化や既存団体の活動を支援します。また、福祉

団体連絡協議会（老人クラブ連合会、身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、

母子寡婦福祉会、療育を考える会、民生委員児童委員協議会連合会）と連携を図

り、福祉団体の活性化に努めます。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市福祉団体連絡協議会 通年 社協会費

【開催地区】 【時期】 【財源内訳】

に開催します。

西海地区 ９月

西彼地区 ７月

大島地区 １１月

大瀬戸地区 ９月

崎戸地区（本土） 12月

共同募金助成金、利用者負担金
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　放課後児童健全育成事業（常設学童）の実施

ア）交流の場の提供と交流の促進

イ）子育て等に関する相談・援助の実施

ウ）地域の子育て関係情報の提供

エ）子育て支援に関する講習等の実施

（13）広報・啓発活動

【時期】 【財源内訳】

崎戸江島地区

崎戸平島地区
2月

（12）子育て環境の整備

【財源内訳】

歳末たすけあい募金12月

【開催地区】

①学童保育事業の実施

　大島地区において共働き世帯やひとり親世帯等を対象として、放課後の保

育に欠ける児童を預かり、健全な遊びや発育の支援を行います。

【区分】 【時期】 【財源内訳】

常設学童保育 通年 市補助金、利用料収入、参加費収入

   地域の子育て支援機能の充実と、子どもの健やかな成長を促進することを目的

に、大島児童館において地域の子育て中の親と子が気軽に集い、相互交流や子育

ての不安や悩みを相談できる場を開設します。また、関係機関と連携を図りなが

②地域子育て支援拠点事業の実施

ら事業を推進します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

子育て世帯等 通年 市補助金、参加費収入

子育て世帯等 通年 社協会費

③チャイルドシート等貸与事業の推進

   子育てがしやすい生活環境を整えるため、里帰りや緊急の場合に対応します。

貸与品の種類：チャイルドシート、ベビーシート、ジュニアシート、ベビーカー

【対象】 【時期】 【財源内訳】

　また、チャイルドシート等の貸与品を整備するため、寄付を募集します。

　福祉関係の情報提供や社協の取り組み等を、わかりやすく発信することで市民

の福祉意識の高揚と社協に対する理解と協力を得ることを目的として、広報紙の

【対象】

（11）歳末たすけあい運動の推進

　共同募金運動の一環である歳末たすけあい運動の募金を対象世帯へ義援金等と

して届けます。

【時期】

低所得世帯、在宅寝たきり者、
ひとり親家庭、在宅障がい児等

共同募金助成金、利用者負担金
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発行やウェブサイトの運営を行います。

①広報紙の毎月発行

②広報紙を医療機関・金融機関・福祉事業所等に配布

③ウェブサイトの運営・管理

④広報紙広告協賛企業の募集

【対象地域】 【時期】 【財源内訳】

市内全域 通年 社協会費、共同募金助成金、広告収入

（14）その他の福祉関連事業

②大島ふれあいフェスティバルへの協力

　大島地区の人々の交流の場である大島ふれあいフェスティバルに協力します。

【対象】 【時期】

市民 8月

　香典返しの寄付を頂いた世帯に対し、初盆供物を配布します。

【対象】 【時期】

③崎戸納涼花火大会への協力

　崎戸地区の夏の風物詩である花火大会に協力します。

【対象】 【時期】

市民 8月

④大島地区福祉ふれあいレクリエーション大会の実施

　大島地区福祉団体等の会員の親睦と融和を図ることを目的に開催します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

【時期】

11月

【財源内訳】

共同募金助成金

大島地区福祉団体等 ６月 共同募金助成金、福祉団体等負担金収入

⑤西海大鍋まつりへの協力

　西海市が開催する西海大鍋まつりに参加し、町おこしへの協力を行うとともに

共同募金のＰＲや福祉団体、ボランティア団体等による出店を支援します。

⑥崎戸福祉総合講座の開催

　ボランティア講師による下記の福祉総合講座を通して、住民のふれあいや生き

がいづくりを推進します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市民 通年 共同募金助成金

【講座名】囲碁、大正琴、手話、健康体操、民踊、カラオケ、書道、フラダンス

⑦崎戸ふれあい農園事業の実施

　福祉教育の推進を図ることを目的にボランティア団体と小学校児童との農園作

業を通した交流活動を支援します。

①初盆供物配布事業の実施

【財源内訳】

香典返しの寄付を頂いた世帯 8月 寄付金収入
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基金へ拠出金を拠出します。

【財源内訳】

社協会費

⑬生計困難者レスキュー事業基金への協力、基金への拠出金の拠出

共同募金助成金通年

　長崎県社会福祉法人経営者協議会が行う生計困難者レスキュー事業に協力し、

【対象】 【時期】 【財源内訳】

ボランティア団体と崎戸小学校 6月～11月 共同募金助成金

⑧離島地区医療機関送迎サービス事業の実施（崎戸町江島地区）

　江島地区における移動が困難な方の通院を支援します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

移動が困難な方 通年 社協会費

⑨にこにこコールサービスの実施（大瀬戸地区）

　安否確認を希望するひとり暮らし等の高齢者を対象に、ボランティアが電話で

安否確認を行います。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

ひとり暮らし等の高齢者 通年 共同募金助成金

⑩視覚障がい者等との交流会の実施

　視覚障がい者の方々とボランティアのふれあいの場を設け、当事者ニーズを把

握するとともに、互いの交流を図ります。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

視覚障がい者・ボランティア ３月 共同募金助成金

⑪江島・平島地区住民向け自動車貸出事業の実施

　江島・平島住民の本土での交通の利便性を高めるため、貸出時間（日中）を限

定して無料で軽自動車を貸出します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

江島・平島地区住民 通年 共同募金助成金

２．ボランティア活動の積極的推進

（１）ボランティアセンターの機能強化

　西海市におけるボランティア活動の拠点として、効果的にボランティア活動

⑫緊急食料品支援事業の実施

【財源内訳】

生活困窮者など食材確保が困難な方

限り、短期間必要な食材を提供し、自立支援を行います。

が展開されるようボランティアセンターの機能強化を図ります。また、情報発

信を行うことで市民のボランティアに対する理解と関心を高め、ボランティア

　食材確保の困難な生活困窮者に対して、早急な援助が必要と認められる場合に

　市民への募集や企業との連携により食材確保に努め、必要に応じて適切な食材

を提供します。

【対象】 【時期】
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⑤活動保険加入の促進

   ボランティア活動を安心して行うために、活動保険への加入を促進するとと

もに、ボランティアセンターに登録した団体、個人へボランティア活動保険掛

金の一部を助成します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市民 ６月～ 共同募金助成金、社協会費

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市民、ボランティア団体、
福祉施設等

通年
社協会費、個人負担金、ボランティア
活動保険市町村事務費配分金

⑥ボランティア連絡協議会への支援

   市ボランティア連絡協議会の事業支援と活動費の一部を助成するとともに事

務を支援します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

市ボランティア連絡協議会 通年 共同募金助成金

手続きを簡素化し、特に若い世代の登録者を増やします。

と協働の輪を広げていきます。

③ボランティア活動助成金（令和4年3月まで実施）

【時期】

①個人会員の獲得

【財源内訳】

　インターネットを活用することで個人によるボランティアセンターへの登録

活動の育成・援助を行うとともに、ボランティア相互の連携を図りながら住民

が主体となって地域の福祉ニーズの解決が図られるような地域支援体制の整備

【財源内訳】

通年 社協会費

【対象】 【時期】

【対象】

　市民にボランティアに興味・関心を持ってもらうため、市民が求めているボ

【時期】 【財源内訳】

【対象】

市民

②情報発信の強化

　会員とボランティアセンターの関係を密にし、会員向けメール配信サー

ビスを活用した情報発信を行います。

します。

市民 社協会費

を行う際に発生する消耗品や材料費などの経費を助成することで、団体の経済

的負担の軽減を図ります。あわせて新規のボランティア活動団体の発掘を目指

　西海市内で活躍するボランティア団体において、継続的にボランティア活動

演会を開催します。

ランティアに関する情報や知識をボランティアセンターで把握し、研修会や講

市民 通年 共同募金助成金

④ニーズに即した講演会や研修会の実施

通年
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（２）福祉教育の推進

①福祉教育の推進

（３）災害等に備えた取り組み

　子どもから高齢者まで全市民を対象とし、学校や地域でのボランティア体験や

交流などの活動を通して「共に生きる力」を育み、自分の地域の身近な福祉課題

に気づき、さまざまな人たちと力を合わせながら誰もが安心して楽しく豊かに暮

らせるまちづくりを推進します。 

　各年代幅広く福祉に関する理解を深めるため、福祉体験活動、福祉教育のプロ

グラムを各学校や団体等へ提示し、同時に、出前福祉講座、各種相談、地域の課

題等への取り組み時に、助け合いの組織や共に支え合う活動づくりを通して、住

【対象】 【時期】

民に理解を求めていきます。

市民、学校、関係機関、団体、企業等 通年

②ボランティア協力校助成事業の推進

　市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校をボランティア協力校に指

定し、園児・児童・生徒の福祉の心を育む実践活動を支援します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

ボランティア協力校（園） 通年 共同募金助成金

　西海市が策定している「西海市地域防災計画」や「西海市災害時要援護者避難

支援計画」と整合性を図りながら、関係機関等との相互連絡体制を整備します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

①関係機関との相互連絡体制づくり

市民、関係機関・団体等、職員 通年 共同募金助成金

３．人権擁護の対策

（１）日常生活自立支援事業の推進

　判断能力が不十分で権利侵害を受けやすい認知症高齢者や知的障がい者、精神

②西海市総合防災訓練への参加

　西海市総合防災訓練に参加し災害ボランティアセンター設置訓練を行うことに

よって、平時から災害に備えた体制づくりに努めます。

【対象】

障がい者等に対して、福祉サービスの利用援助をはじめ、日常の金銭管理、書類

等の保管などを生活支援員と連携して支援します。また、生活支援員連絡会議を

開催し、情報交換及び生活支援員の資質向上に努めます。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

判断能力が不十分な方 通年 県社協受託金収入、利用料他

【時期】 【財源内訳】

市民、関係機関・団体等、職員 通年 共同募金助成金
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Ⅲ　横瀬保育所の経営

Ⅳ　介護系事業の展開

１．介護保険法に基づく事業の実施

（１）居宅介護支援事業（予防居宅介護支援事業）

（２）訪問介護事業（予防介護事業・日常生活支援総合事業訪問介護事業）

社協会費

（２）成年後見制度への取り組み

　法人後見実施等について、財源や人材確保などの問題を西海市や関係機関と協

議を重ねながら研究します。

　保護者のニーズを組み入れつつ、子どもにとって質の高い保育環境を提供しま

す。

【定員】 【開所日】 【財源内訳】

【対象】 【時期】 【財源内訳】

判断能力に欠ける方等 通年

50名 月曜日～土曜日 委託費収入、利用料収入等

　健全な経営が出来るように、法令遵守及び職員・職種の資質向上に努め、介護サー

ビスの充実を図ります。また関係機関と連携を密にし、サービス提供にあたります。

　介護や支援が必要な利用者に対して、適切な介護サービス事業の運営及びサービ

ス提供を行います。サービス提供を行う際は、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場を最優先するとともに、利用者の家族の身体及び精神的負担の軽減

を図ります。

　介護保険制度による要支援者・要介護者からの依頼を受け、心身の状況、環境

本人・家族の希望等を考慮するとともに、医療・保健・福祉サービスを総合的・

効果的に利用できるように調整し、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を行

います。

【区分】 【対象】 【財源内訳】

居宅介護支援事業 要介護認定者 介護報酬

予防居宅介護支援事業 要支援認定者 介護報酬

【事業所名】 西海市社協おおさきケアプランセンター

西海市社協おおせとケアプランセンター

　要支援者・要介護者に訪問介護員を派遣し、食事のお世話や衣類の洗濯などの

生活援助、入浴や排泄、移動介助などの身体介護を行います。

【区分】 【対象】 【財源内訳】

訪問介護事業 要介護認定者 介護報酬、利用料収入

予防訪問介護事業 要支援認定者 介護報酬、利用料収入
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（３）通所介護事業（予防介護事業・日常生活支援総合事業通所介護事業）

２．障害者総合支援法に基づく事業の実施

続的な在宅生活を支援します。

【事業所名】 西海市社協さいかいヘルパーセンター 西海市社協おおさきヘルパーセンター

西海市社協おおせとヘルパーセンター 西海市社協えのしまヘルパーセンター

西海市社協ひらしまヘルパーセンター

　介護や支援を要する在宅の高齢者や障がいのある方をデイサービスセンター 　　　　 　　　　的な在宅生活を支援した。

で預かり、健康チェック、昼食、入浴、レクリエーション等の活動を通して日 　　　　

常生活能力と社会性の維持向上を図るとともに、家庭の介護負担を軽減して継

【区分】 【対象】 【財源内訳】

通所介護事業 要介護認定者 介護報酬、利用料収入

（１）居宅介護事業（ホームヘルプ）

    障がい者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

予防通所介護事業 要支援認定者 介護報酬、利用料収入

【事業所名】 西海市社協せいひデイサービスセンター 西海市社協さいかいデイサービスセンター

（３）同行援護事業

　視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人が、移動時及びそれに伴う外出

先において必要な支援や援助を行います。

【対象】 【財源内訳】

障がい者 介護給付費、利用料収入

【事業所名】 西海市社協障がい者ヘルパーセンターさいかい

西海市社協障がい者ヘルパーセンターおおせと

【対象】 【財源内訳】

障がい者 介護給付費、利用料収入

西海市社協おおさきデイサービスセンター 西海市社協おおせとデイサービスセンター

西海市社協えのしまデイサービスセンター 西海市社協ひらしまデイサービスセンター

排泄、食事などの介護、移動支援、その他生活全般にわたる援助を行います。

介護を総合的に提供します。

　訪問介護員を住居等に派遣し、入浴、排泄または食事介護などを行います。

西海市社協障がい者ヘルパーセンターおおせと

著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を必要とする障がい者の住居等

（２）重度訪問介護事業

　重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい者若しくは精神障がいにより行動上

【事業所名】 西海市社協障がい者ヘルパーセンターさいかい

に訪問介護員を派遣し、入浴、排泄または食事の介護や外出時における移動中の
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３．生活支援サービスの充実促進

　　

　　

【対象】 【財源内訳】

障がい者 介護給付費、利用料収入

【事業所名】 西海市社協障がい者ヘルパーセンターさいかい

西海市社協障がい者ヘルパーセンターおおせと

   高齢や障がいなどの理由により、在宅生活を維持することが困難な人に対し、

社協独自で以下の生活支援サービスを実施します。

①医療機関や福祉施設などからの外泊時の介助や介護

②通院介助、院内介助、入退院時及び転院時の介助

③入院中の洗濯や買い物、市役所などの手続き代行

④日常生活維持に必要な買い物や介護

⑤1時間程度の家屋内の掃除及び庭掃除

【対象】 【時期】 【財源内訳】

介護保険事業で対応できない方 通年 利用料収入

Ⅴ　指定管理事業の健全な経営・推進

　サービスの向上と経営の効率化に留意し、施設利用者との協力関係の構築を図り

適切な経営に努めます。

（１）西海市西彼保健福祉センター（遊湯館）

　保健福祉活動の拠点として各種の保健福祉サービスを行うとともに、市民の

健康保持増進の総合的推進を図ります。

【開館日】 【財源内訳】

第1日曜日を除く毎日 市指定管理料収入、利用料収入

【指定管理期間】令和２年４月１日～令和７年３月３１日

（２）西海市立大島児童館

　児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、また情操を豊かにするととも

に子育て世帯を支援し、健全育成に努めます。

【開館日】 【財源内訳】

月曜日～土曜日 市指定管理料収入、参加費収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（３）西海市黒口ふれあいの館

　60歳以上の高齢者で共同生活ができる方を対象に、日常生活を健康で安心し

て送れるように支援します。

【定員】 【財源内訳】

６名 市指定管理料収入、利用料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日
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（４）西海市高齢者コミュニティセンター「くろくち荘」

　介護保険事業の居宅介護支援、通所介護及び訪問介護事業の拠点として利用

します。

【開館日】 【財源内訳】

毎日 介護報酬、利用料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（５）西海市中浦すこやかセンター

　西彼、西海及び大瀬戸地区の配食事業の拠点として利用します。

【開館日】 【財源内訳】

毎日 市指定管理料収入、委託料、利用料、社協会費

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（６）西海市大島配食サービスセンター

　大島、崎戸及び西海地区の配食事業の拠点として利用します。

【開館日】 【財源内訳】

毎日 委託料、利用料、社協会費

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（７）西海市江島デイサービスセンター

　介護保険事業の通所介護及び訪問介護並びに西海市介護予防・日常生活支援総合

事業（通所型サービスＡ）、配食事業の拠点として利用します。

【定員】 【開館日】 【財源内訳】

8名 月曜日～金曜日 市指定管理料収入、介護報酬、利用料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（８）西海市平島デイサービスセンター

　介護保険事業の通所介護及び訪問介護並びに西海市介護予防・日常生活支援総合

事業（通所型サービスＡ）、配食事業の拠点として利用します。

【定員】 【開館日】 【財源内訳】

8名 月曜日～金曜日 介護報酬、利用料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（９）西海市大瀬戸デイサービスセンター

　介護保険事業の通所介護の拠点として利用します。

【定員】 【開館日】 【財源内訳】

33人 月曜日～土曜日 介護報酬、利用料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日
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　　西海市からの下記受託事業を円滑に推進します。

（10）西海市大瀬戸社会福祉センター

　鉱泉の入浴設備とゲートボール設備等を活用して、市民の福祉の増進、健康保

持、教養の向上及びレクリエーション等の便宜を総合的に提供します。

【開館日】 【財源内訳】

火曜日～日曜日 市指定管理料収入、利用料収入、雑収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（11）西海市西海高齢者生活支援ハウス

　ひとり暮らしの高齢者等に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能等を総

合的に提供する高齢者生活支援ハウスを運営することにより、安心して健康で明

るい生活を送れるよう支援します。

【定員】 【財源内訳】

6名 市指定管理料収入、利用料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

（12）西海市崎戸高齢者生活支援ハウス

　ひとり暮らしの高齢者等に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能等を総

合的に提供する高齢者生活支援ハウスを運営することにより、安心して健康で明

るい生活を送れるよう支援します。

【定員】 【財源内訳】

10名 市指定管理料収入

【指定管理期間】平成２８年４月１日～令和３年３月３１日

Ⅵ　各種受託事業の円滑な推進

（１）ファミリー・サポート・センターさいかいの運営

　活動拠点を大島児童館へ置き、サブセンターを本所及び各支所に置いて、相談

しやすい環境を整えます。住民同士の支え合いで、子育てのお手伝いをしてほし

い人（依頼会員）と子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）の活動を支援し、

推進します。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

乳幼児〜小学６年生 通年 市受託金収入

（２）生活困窮者への自立支援に向けた取り組み

　生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立支援事業を推進します。

①自立相談支援事業

　生活困窮者の様々な困りごとの相談を受け付け、課題分析に基づいてプランを

作成したり、各種制度やサービス、関係機関等につなぐなどし、支援していきま

す。また、地域課題を把握し、社会資源の開発や様々な事業所などの地域資源を

15



（4）西海市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービスＡ）　　

（5）西海市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスA）

（6）西海市地域支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業（配食サービス事業）

（7）西海市障がい者配食サービス事業

有効に活用した地域づくりの推進に努めます。

②家計改善支援事業

　生活困窮者の家計に関する相談を受け付け、家計計画表を作成するなどし、家計

改善に向けて支援を行います。

【対象】 【時期】 【財源内訳】

生活困窮者 通年 市受託金収入

（3）西海市在宅介護支援センター運営事業

　在宅で生活している高齢者やその家族に対し、在宅介護に関する総合的な相談

に応じ、ニーズに対応した各種保健福祉サービスが総合的に受けられるように関

係機関やサービス提供者と連絡調整を行い、在宅福祉の向上を図ります。

【受託地域】 【財源内訳】

西彼、西海、大島、崎戸 市受託金収入

　介護保険で通所系サービスを受けていない要支援者や事業対象者（基本チェッ

クリスト該当者）が、閉じこもり予防や生きがいを持って地域で自立した生活を

続け、心身の機能の向上に効果的な取り組みができるように支援します。

【対象】

要支援者
事業対象者

　介護保険サービスを受けていない要支援者や事業対象者が要介護状態にならな

いよう予防することを目的に、支援計画に基づき日常的な家事（買い物、掃除、

【財源内訳】

市受託金収入、利用料

ゴミだし、炊事、洗濯、布団干し）等の援助を行い、利用者の自立を促します。

【受託地域】 【財源内訳】

市内全域 市受託金収入、利用料収入

　在宅のひとり暮らし高齢者等が安心して健康な生活ができるように食関連サー

ビスの利用調整と配食サービスを行うことにより、食生活の改善と健康増進を図

り、食を通して在宅での自立支援と安否確認を行います。

【対象】 【財源内訳】

要介護者、事業対象者、要支援者 市受託金収入、利用料収入

　在宅で心身の障がい、疾病等の理由で、調理が困難な障がいのある方に対し、

食事を提供することにより、障がいのある方の自立支援と安否確認を行います。
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（8）西海市外出支援サービス事業

　　

【受託地域】 【財源内訳】

市内全域 市受託金収入、利用料収入

車）整備の徹底

　一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等に対し、移動用車両を利用

した移送サービスを行うことにより、住み慣れた地域での生活を支援します。

【受託地域】 【財源内訳】

市内全域 市受託金収入

【時期】 【財源内訳】

市民、福祉団体 通年 利用料他

Ⅶ　収益事業の安定的経営

　市民への利便供与及び社協が行う地域福祉事業への収益の充当を目的としてレン

タカー事業を行い、効率性と収益率を高めるように努めます。

（１）レンタカー事業のPR活動（広報紙・ウェブサイト）

（２）車両（25人乗りマイクロバス・10人乗りワゴン車・車椅子対応軽自動

（２）２４時間テレビチャリティー募金への協力

　福祉をテーマとした24時間テレビチャリティー募金に協力します。

Ⅷ　募金運動（活動）への協力・推進

（１）共同募金運動への協力

　共同募金（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金）に対する住民の理解を深

めながら、募金活動の積極的な取り組みに努めます。

①戸別募金、法人募金、職域募金、学校募金、イベント募金等

②市民参加型募金の充実

【対象】
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